
入  札  公  告   

 

 

 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ

り、次のとおり公告する。 

 

令和８年２月１６日 

栗原市長  佐  藤    智 

 

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 番 号  建工補０７－４０３号 

   工 事 名  大河原橋補修工事 

（２）施 工 場 所  栗原市栗駒里谷砂地屋 地内 

（３）工 期  契約締結日の翌日 から 令和８年３月３１日まで 

（４）工 事 概 要  大河原橋（市道峯漆沢線） 

鋼橋  Ｌ＝５０．００ｍ 

            橋梁補修工 

             塗替塗装工   Ｎ＝４６９．０㎡ 

（５）支 払 条 件  令和７年度 前払い  無 

（６）契 約 保 証 金   契約金額の１０分の１以上の額 

（７）低入札価格調査  有（調査基準価格及び失格基準価格を設定） 

（８）入 札 方 式   制限付一般競争入札（総合評価落札方式（特別簡易型）） 

（９）週休２日工事  対象 
 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  栗原市から栗原市建設工事執行規則（平成１７年栗原市規則第１７４号）第４条の規定に基づく令和７・８年

度競争入札参加登録（以下「登録」という。）を受けている業者で、開札日当日において次の要件を満たしている

こと。 

登録業種 土木一式工事 

登録等級 Ｓ等級及びＡ等級 

事業所の所在に関する条件 栗原市内に本社（本店）、支店・営業所等で登録していること。 

施工実績に関する条件 なし 

配置技術者に関する条件 ① 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の定めるところにより、当該入札

参加業者と直接雇用関係のある主任技術者又は監理技術者（以下「技術者」

という。）をこの工事現場に配置できること。 

② 技術者は、建設業法の規定により専任で配置することが必要な場合にあっ

ては入札期日（４の表に定める開札の期日をいう。以下同じ）の前日から起

算して３か月以上前から、それ以外の場合にあっては入札期日の前日から、

引き続き入札参加業者と直接的な雇用関係にある者であること。 

③ 監理技術者にあっては，監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を

取得している者であること。 

入札保証金 免除 

その他 
その他入札に係る事項については、別紙制限付一般競争入札（総合評価落札

方式（特別簡易型））入札公告共通事項に示すとおりとする。 

 



３ 入札・工事担当 

区分 担当課 電話番号 住    所 

入札・受付担当 
栗原市 総務部 

管財課 契約係 

0228－22－1116 

（内線256・257） 

〒987-2293 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

工事担当 
栗原市 建設部 

建設課 維持係 

0228－22－1152 

（内線521） 

〒987-2293 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

 

４ 入札日程等 

手 続 等 期 間・期 日・期 限 場    所 

入札参加資格確認申請書類交付   

※注２ 

令和８年２月１６日（月）から 

令和８年２月２４日（火）まで 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 契約係 

設計図書等の閲覧及び貸出 
令和８年２月１６日（月）から 

令和８年３月１０日（火）まで 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 閲覧場所 

設計図書等に対する質問の受付 
令和８年２月１６日（月）から 

令和８年２月２４日（火）まで 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 契約係 

入札参加資格確認申請書類提出 
令和８年２月２４日（火） 

  午後４時まで 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 契約係 

入札参加資格確認書の送付 令和８年３月５日（木） 
栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 契約係 

設計図書等に対する質問回答書

の閲覧 

令和８年３月５日（木）から 

令和８年３月１０日（火）まで 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 閲覧場所 

入    札 
令和８年３月１１日（水） 

午前１０時から 

栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所 ２階 講堂 

入札結果の公表 落札決定した日の翌日を予定 
栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市役所総務部管財課 閲覧場所 

※ 上記の期間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

を除く午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

※ 入札関係書類・各種様式等については、栗原市ホームページの入札・契約情報からダウンロードすること。 

 

５ 入札参加資格確認申請の提出書類 

（１）申請書類 

入札参加希望者は、次に掲げる書類を正１部提出しなければならない。 

① 栗原市建設工事執行規則取扱要綱（平成１７年栗原市訓令第５７号）に定める入札参加資格確認申請書

（様式第２号） 

② 栗原市建設工事執行規則取扱要綱に定める配置技術者届出書（様式第８号）並びに配置する技術者の資格 

  及び雇用関係を確認できる書類 

③ 栗原市建設工事執行規則取扱要綱に定める資本関係又は人的関係がある者に係る申告書（様式第１１号） 

 

 



６ 工事費内訳書の提出について 

（１）入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価、金額等を記載していること。 

（３）工事費内訳書は、返却しない。 

 

７ 総合評価項目及び落札者決定基準 

栗原市建設工事特別簡易型総合評価落札方式落札者決定基準による。 

 

８ 総合評価落札方式における価格以外の評価に必要な書類（以下｢総合評価技術資料｣という。） 

（１）総合評価技術資料については、下記様式に必要な事項を記入し、入札時に提出すること。 

   ① 別記様式１ 栗原市建設工事特別簡易型総合評価落札方式・価格以外の総合評価技術資料 

   ② 別記様式２ 同種工事の施工実績 

   ③ 別記様式３ 主任（監理）技術者等の資格・工事実績 

（２）落札候補者が決定した段階で、落札候補者から総合評価技術資料に記載した内容についての確認資料の提出

を求める。 

 

９ 提出された総合評価技術資料の取り扱い 

（１）提出された総合評価技術資料は、入札参加の審査・評価以外に使用しない（当該総合評価技術資料を提出し

た入札参加者の承認を得た場合を除く。）。 

（２）提出された総合評価技術資料は、返却しない。 

（３）提出された総合評価技術資料の差し替え、再提出などによる訂正は認めない。 

（４）総合評価技術資料の提出がないもの及び同資料に記載がないものの入札は無効とする。 

（５）総合評価技術資料の記載内容が不明若しくは確認の必要があると認められる場合には、配置予定者の技術者

に対してヒアリングを実施することがある。 

（６）総合評価技術資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

 

10 落札者の決定方法 

栗原市建設工事特別簡易型総合評価落札方式落札者決定基準による。 

11 設計図書の閲覧等 

設計図書の閲覧並びに貸出の期間及び場所は、４に示すとおりとする。 

 

12 その他 

別紙制限付一般競争入札（総合評価落札方式（特別簡易型））公告共通事項に示すとおりとする。 


